
　
小
城
市
と
、
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
は
「
空
家
等
の
適
切
な
管
理

に
関
す
る
連
携
協
定
」
を
締
結
し
て

い
ま
す
。

【
空
き
家
等
の
見
回
り
（
目
視
点
検
）】

　
建
物
の
写
真
撮
影
、
報
告
を
４
カ

月
に
１
回
行
い
ま
す
。

１
、５
０
０
円
／
１
回

【
草
刈
り
、
除
草
、
剪
定
な
ど
】

　
敷
地
内
の
清
掃
・
除
草
、
樹
木
の

剪
定
な
ど
を
行
い
ま
す
。
費
用
は
敷

地
面
積
な
ど
に
よ
っ
て
作
業
量
が
異

な
る
の
で
、
個
別
に
見
積
も
り
ま
す
。

　
平
成
28
年
度
に
「
小
城
市
空
家
等
実
態

調
査
」
と
し
て
、
市
内
全
域
を
対
象
に
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
市
内
に
空
き
家
等
と
推
定

さ
れ
る
建
物
（
住
宅
系
）
は
４
４
３
棟
で

し
た
。
こ
の
現
地
調
査
結
果
に
基
づ
き
、

建
物
の
危
険
度
や
敷
地
内
の
状
態
、
周
辺

の
景
観
や
環
境
保
全
へ
の
影
響
に
応
じ

て
、
A
〜
D
の
４
段
階
で
空
き
家
等
の
状

態
の
判
定
を
評
価
し
ま
し
た
。

　
総
合
判
定
の
結
果
、
適
切
に
管
理
さ
れ

て
い
る
A
ラ
ン
ク
は
全
体
の
８
・
６
％
で
、

建
物
の
危
険
度
や
敷
地
内
の
状
態
が
景
観

等
に
悪
影
響
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
る
D

ラ
ン
ク
が
１
１
４
棟
で
、
全
体
の
25
・
７

％
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
対
策

が
急
が
れ
ま
す
。

　近年、小城市内でも適切に管理されていない空き家の数
が増加しています。管理不十分な空き家は、防災・衛生・
景観などさまざまな面で、地域住民に深刻な影響を及ぼし
ます。
　こうした状況から、平成27年に「空家等対策の推進に関す
る特別措置法」が施行され、所有者や管理者は空き家を適切
に管理しなければならないということが明記されました。

【
小
城
市
の
現
況
は
？
】

空
家
等
対
策
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
！

【特定空家等に対する措置のイメージ図】

空
き
家
バ
ン
ク

な
ど
の

利
活
用
を
案
内

管
理
不
全
と
は

言
え
な
い
適
正
管
理

さ
れ
た
空
き
家

雑草の繁茂や傷んだ建物
は地域の美観を損ないます

屋根瓦の落下や壁
が倒れるなどして通
行人などにけがをさ
せたり、隣家に被害
が出ると責任を問わ
れることがあります

STOP‼
空き家

特定空家等
とは

詳細は次のページをご確認ください。

管
理
不
全
な
空
き
家
・

管
理
不
全
に
な
る
恐
れ

が
あ
る
空
き
家

立
入
調
査

特
定
空
家
等
と
し
て
認
定

助
言
・
指
導

勧
告

命
令
・
公
表

行
政
代
執
行

特集

協
定
を
結
ん
で
い
ま
す

調査実施
空家数
443棟

自分で管理することが難しい場合は！

詳細や見積もりの相談は、
小城市シルバー人材センターへ
☎73・9669

　
空
家
な
ど
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

課
題
を
解
決
す
る
た
め
、「
小
城
市
空

家
対
策
協
議
会
」
で
の
議
論
を
経
て
、

「
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
27
年
施
行
）」
に
基
づ

き
、「
小
城
市
空
家
等
対
策
計
画
（
平

成
30
年
３
月
）」
を
策
定
し
ま
し
た
。

【
対
策
の
理
念
】

　
地
域
住
民
の
生
活
環
境
の
保
全
を

図
る
た
め
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て

い
る
危
険
な
空
家
等
（
お
よ
び
そ
の

予
備
軍
）
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
空

家
等
の
利
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
ま
す
。

【
主
な
施
策
】

そのまま放置すれば倒壊な
ど著しく保安上危険となる
おそれのある状態または著
しく衛生上有害となるおそ
れのある状態、適切な管理
が行われていないことによ
り著しく景観を損なってい
る状態、その他周辺の生活
環境の保全を図るために放
置することが不適切である
状態にあると認められる空
家等をいいます。

❶ 

空
家
等
の
発
生
の
予
防

❷ 

空
家
等
の
適
切
な
管
理
の
推
進

❸ 

空
家
等
の
利
活
用

❹ 

管
理
不
全
化
し
た
空
家
等
へ
の

　 

対
策

❺ 

推
進
体
制
の
整
備

老朽化による倒壊
事故や火災発生な
ど防災面のリスク
が高まります

ごみの不法投棄や害
虫が発生する原因に
なるなど、ご近所に
迷惑がかかります

写真
はイメ

ージですが、

こん
な風景

見たことありませんか？

Aランク
38棟
8.6％

Bランク
148棟
33.4％

Cランク
143棟
32.3％

安全面

防災面

景観面

衛生面

空き家を適正に管理することは、所有者の責任です！

Dランク
114棟
25.7％
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空き家バンクに情報を掲載

売買・賃貸 契約バンク登録媒介契約

定住推進課（東館１階）　☎37・6150

安心安全な
不動産取引のために

空き家の利活用を考えませんか！

　市では空き家バンクの活用促進
について、一般社団法人佐賀県宅
地建物取引業協会と協定を締結し
ています。使われていない物件を
お持ちで、処分にお困りの人はま
ずご相談ください。　
　市と協会が連携して問題解決に
ご協力します。

小城市
空き家
バンク売りたい・貸したい人 買いたい・借りたい人

小城市のホームページで物件情報を公開

お互いの条件が一致したら契約

※市は、交渉および契約などの仲介行為は行っていません。
交渉・契約は当事者間で行っていただきますが、紛争予防のため宅地建物取引業者に仲介を依頼することをお勧めします。

空き家バンク登録申込書を提出
（提出後、市の担当者が物件を確認します）

小城市のホームページなどで「空き家バンク」を閲覧。
見学したい空き家がある場合は、市へ問い合わせください。

市から利用希望者の情報をお知らせします。
（所有者が見学の対応や物件の詳細などを説明）

購入者には
こんな
お得制度も

小
城
市
の
子
育
て
環
境
や

交
通
の
利
便
性
が
良
い
の

で
中
古
住
宅
を
探
し
て
い

る
ん
だ
け
ど‥

‥
息
子
た
ち
と
同
居
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
、
今
住

ん
で
い
る
家
を
売
り
た
い

ん
だ
け
ど‥

‥

空き家の所有者
小城市内に住所を置く

事業所

バンク登録申請
所有者が仲介を
依頼

名簿の
閲覧 活用促進奨励金

協定について
事前に周知

媒介契約

名簿の提出 一般社団法人
佐賀県宅地建物
取引業協会

※空き家バンク活用促進のために、新たに物件を登録した空き家の所有者にお出しする奨励金のことです。

登録奨励金 ３万円 成約奨励金 ２万円

住宅取得奨励金

子育て世帯等の定住促進および地域の活性化の
ため、平成28年7月1日から平成32年3月31日
までの間に市内に新たに戸建住宅を取得して移
住される人に奨励金をお出ししています。

空き家改修補助

小城市空き家バンクに登録された戸建住宅の改
修工事および不要物の撤去などを行う人に対し
て、改修費を補助しています。

活用促進奨励金とは？

45


